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(資料) 

各種事業等のチラシ紹介 



令和５年度大河原教育事務所管内公民館等巡回訪問実施要項 

 

                            宮城県大河原教育事務所 

   

１ 目的   ｢公共の福祉」に貢献し、学習・文化活動の拠点、地域社会のキーステーション

としての各市町の公民館等を訪問し、実態を把握することにより、管内の生涯学

習・社会教育の振興、充実に寄与する。 

 

２ 内容   （１）各市町公民館等の現状と課題についての情報収集 

       （２）公民館等主催事業等についての実態把握と関係資料の収集 

       （３）公民館等評価に関する情報の交換 

       （４）その他（地域学校協働活動の進捗状況等） 

 

３  対象    大河原管内の公民館・センター等 

                （地区公民館・自治センター・まちづくりセンター等も訪問します） 

 

４  訪問期間    １０月～１２月の訪問希望日 （各市町と調整） 

                 

５ 訪問期日の決定    

        教育事務所と各市町で訪問期日等の調整を行い、「公民館等訪問予定一覧」 

        を作成し、当該市町教育委員会に通知する｡ 

 

６  訪問者   大河原教育事務所 教育学事班 生涯学習担当 社会教育主事 

 

７  訪問時間    訪問時間を１施設につき４５分～６０分を目安とし、訪問を計画する。 

                         

８ その他 （１）基幹公民館（センター）を訪問対象としますが、地区公民館・まちづく 

         りセンター・自治センター等もできるだけ訪問したいと思います。 

      （２）教育事務所の事業等実施日を除いた訪問可能日をもとに、所定の様式に 

         より希望訪問日を事務所に報告願います。後日、時間調整を行います。 

         なお、日程によっては土日の主催事業開催時の訪問視察も可能ですので、

希望される場合は、別途御相談ください。 

（３）訪問については、該当市町の社会教育関係職員の同行をお願いします。 

（４）事業内容等が分かるリーフレット、チラシ等の資料を提供願います。 

                  なお、訪問のための新しい資料を作成する必要はありません。 



　　月　　日 曜 訪問市町 訪問先公民館等 訪問予定時刻

1 10月11日 水 蔵王町
蔵王町公民館
（ございんホール）

１４：００～

2 10月16日 月 丸森町 筆甫まちづくりセンター １４：３０～

3 11月2日 木 柴田町
槻木生涯学習センター
船迫生涯学習センター
船岡生涯学習センター

　９：００～
１０：００～
１１：００～

4 11月9日 木 白石市

中央公民館
越河公民館
大鷹沢公民館
斎川公民館
大平公民館

　９：００～
１０：００～
１１：００～
１３：３０～
１４：３０～

5 11月10日 金 角田市 角田市市民センター １０：００～

6 11月10日 金 川崎町 川崎町公民館 １５：００～

7 11月20日 月 大河原町
中央公民館
金ヶ瀬公民館

　９：３０～
１０：３０～

8 11月21日 火 七ヶ宿町 七ヶ宿町公民館
１０：３０～

9 11月22日 水 村田町 村田町中央公民館 １４：００～

令和5年度大河原教育事務所管内
公民館等訪問日一覧





管内公民館等の特色ある事業紹介 
 

事業名 第 53 回市民文化祭 

市町名 白石市 開催場所 白石市中央公民館 

実施期日 11 月 2 日(木)～11 月 3 日(金・祝) 

【主な内容】 

○趣 旨：広く市民に芸術文化活動への参加を奨励し、芸術文化の振興を図

る。 

○対 象：市民 

○内 容：展示(川柳、写真、絵画 他)、発表(舞踊、歌謡、詩吟、民謡、オ

カリナ、筝曲、軽音楽 他) 

 

 

事業名 面白石の会 

市町名 白石市 開催場所 白石市中央公民館 他 

実施期日 春と秋 

【主な内容】 

○趣 旨：「あなたも私も花と緑でワクワクするまちづくり」をテーマに、

地域活性化について学ぶとともに、新たな白石の魅力づくりを行

う。 

○対 象：市民 

○内 容：講義、実践(植栽活動) 

 

 

事業名 オレンジカフェ「よってがい」 

市町名 白石市 開催場所 白石市大平公民館 

実施期日 
年 5 回(4 月 12 日(水)、6 月 8 日(木)、8 月 24 日(木)、 

10 月 12 日(木)、11 月 8 日(水)) 

【主な内容】 

○趣 旨：大平民生委員児童委員協議会が主催して、地区内の住民の心身の

健康増進につながる様々な取組を実践する。 

○対 象：白石市大平地区の住民 

○内 容：脳トレ、体操教室、民謡、オカリナ、音楽鑑賞、クリスマス飾り

の制作 等 

 

 



事業名 越河これから塾 

市町名 白石市 開催場所 
白石市越河公民館、丸森町舘矢間まちづ

くりセンター(視察先) 

実施期日 
第 7 回：6 月 24 日(土)、第 8 回：7 月 12 日(水)、 

第 9 回：10 月 28 日(土)、第 10 回：11 月 25 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：地域の現状と課題等を共有し、より良い地域づくりの実現を目指

して企画等を検討する。 

○対 象：地区住民 

○内 容：地域住民の交流促進、地域課題の解決、先進地視察研修 他 

 

 

 

事業名 健康食品づくり教室(婦人教育) 

市町名 白石市 開催場所 白石市大鷹沢公民館 

実施期日 10 月 28 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：白石市食生活改善推進委員会の協力を仰ぎ、親子でコミュニケー

ションを図りながら、食育の大切さを実践的に学ぶ。 

○対 象：地区住民(年長・小学生とその保護者) 

○内 容：親子の食育教室(親子クッキング教室) 

 

 

 

事業名 さいかわ おさんぽすごろく 

市町名 白石市 開催場所 白石市斎川公民館 

実施期日 10 月から 11 月中旬まで 

【主な内容】 

○趣 旨：毎日の散歩や運動を促すことで地域住民の運動不足を解消し、健

康課題の解決につなげる。 

○対 象：地区住民 

○内 容：1 日 20 分以上体を動かすか、2,000 歩以上歩いたらすごろくを 1

マス塗ることができ、10 日間運動したら抽選に応募可能となる。

抽選で 20 名に賞品が当たる。 

 

 



事業名 かくだ梅学 梅干しマイスターに学ぶ(生涯学習講座) 

市町名 角田市 開催場所 八神農産加工所、角田市市民センター 

実施期日 8 月 22 日(火) 

【主な内容】 

○趣 旨：行政と市民が協力し、市民一人ひとり生涯にわたって潤いと生き

がいを持って充実した生活を営むことができるように、市民の学

習欲求に応え、学ぶ機会を提供する。 

○対 象：市民 

○内 容：日本で唯一の梅干しマイスターが作る「昔ながらの梅干し」の作

り方の見学、「梅」の飾り巻きずし作り 

 

 

 

事業名 キッズ パティシエ教室(家庭教育推進事業「ふぁみふぁみ」) 

市町名 角田市 開催場所 角田市市民センター 

実施期日 7 月 15 日(土)、10 月 8 日(日)、12 月 16 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：様々な活動をとおして親子の愛着形成を促進するとともに、子育

てについての「気づき」を得られるような場を提供する。 

○対 象：未就学児とその保護者 

○内 容：アイシングクッキーを作ってみよう、ハロウィン料理を作ってみ

よう、クリスマス料理を作ってみよう 

 

 

 

事業名 子育て遊びの MARCHE 

市町名 角田市 開催場所 角田市スポーツ交流館 

実施期日 
11 月 20 日(月)、12 月 18 日(月)、1 月 15 日(月)、2 月 5 日(月)、 

2 月 19 日(月)、3 月 4 日(月)、3 月 18 日(月) 

【主な内容】 

○趣 旨：生涯学習課と子育て支援課が連携し、スポーツ関連の事業者等と

協力しながら、家庭教育支援や育児支援、運動する機会の創出な

ど、子育て中の親子を多面的に支援する。 

○対 象：子育て中の保護者や祖父母 

○内 容：育児相談、保護者間の情報交換、親子の運動遊び体験 等 

 

 



事業名 
みんなのクラシックコンサート 

～トロンボーンとピアノが導く魔法のとびら～ 

市町名 蔵王町 開催場所 蔵王町ふるさと文化会館 

実施期日 9 月 23 日(土・祝) 

【主な内容】 

○趣 旨：「バリアフリー」を目指して開催される参加型クラシックコンサ

ート。年齢・障がいの有無に関係なく鑑賞することができ、開演

中の入退室や移動も制限せずに音楽を楽しめる。 

○対 象：障がいの有無にかかわらず誰でも可 

○内 容：開演中の入退出や鑑賞中に笑ったり、歌ったりすることも可能な

音楽鑑賞。 

 

 

事業名 小野訓導遺徳顕彰七夕飾り 

市町名 蔵王町 開催場所 
蔵王町立宮小学校校門、三谷寺、 

小野訓導殉職地 

実施期日 
七夕飾りづくり：6 月中、七夕飾り付け：7 月 2 日(日) 

七夕飾り設置期間：7 月 5 日(水)から 7 月 8 日(土)まで 

【主な内容】 

○趣 旨：大正 11 年に、川でおぼれた児童を助けるため殉職した小野さつ

き訓導を顕彰するため七夕飾りを作成し、小野訓導ゆかりの地に

飾る。 

○対 象：宮・沢内・宮司・向山の各行政区で七夕飾りを作成 

○内 容：宮公民館が主催し、各行政区で七夕飾りを作成。その後、宮小学

校の体育館で竹に飾り付けを行い、小野訓導ゆかりの地に七夕飾

りを設置する。 

 

 

事業名 リフレッシュ♪ mama cafe 

市町名 蔵王町 開催場所 蔵王町ふるさと文化会館 

実施期日 6 月 17 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：子育て中の母親へリフレッシュ時間を提供する。 

○対 象：子育て中の母親(15 名程度) 

○内 容：ポプリの作成(ラベンダー・シトラス・ローズの香りから 2 つを

選択)、子育てサポーター「すまいるハート」の託児あり 

 

 



 

事業名 絵本の読み聞かせ(ボランティア活動支援) 

市町名 七ヶ宿町 開催場所 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校、関保育所 

実施期日 月 1 回程度 

【主な内容】 

○趣 旨：地域の子供たちが本に親しめるようにと願って活動している読み

聞かせボランティアへの活動支援にあたる。 

○対 象：七ヶ宿小学校の児童、関保育所の通所児 

○内 容：ボランティアが選書した絵本の読み聞かせ活動の支援 

 

 

 

事業名 スワッグづくり(女性講座) 

市町名 七ヶ宿町 開催場所 七ヶ宿町活性化センター 

実施期日 5 月 21 日(日) 

【主な内容】 

○趣 旨：地域の植物を利用したスワッグ(花や葉を束ねて壁に掛ける飾り)

作りをしながら、参加者(女性)同士が会話を楽しみ、住民相互の

つながりづくりを支援する。 

○対 象：町内在住または在勤の女性 

○内 容：ミモザと野ばらの実を花材にしたスワッグづくり 

 

 

 

事業名 気軽にできる指ヨガ講座 

市町名 大河原町 開催場所 大河原町中央公民館 

実施期日 9 月 5 日(火) 

【主な内容】 

○趣 旨：テレビを見ながら、外出先、布団の中など、いつでもどこでも気

軽にヨガに親しむ。 

○対 象：町民 

○内 容：指ヨガ(指を回したり、反らしたりすることをとおして、肩こり 

や腰痛の予防につなげる。 

 

 



事業名 ブリザードフラワー お正月アレンジメント講座 

市町名 大河原町 開催場所 大河原町中央公民館 

実施期日 12 月 5 日(火) 

【主な内容】 

○趣 旨：生花のような風合いをもつプリザーブドフラワーを使って、鮮や

かな色合いを生かした正月飾りを作る。 

○対 象：町民 

○内 容：プリザーブドフラワーを用いた正月飾りづくり 

 

 

事業名 ちびっこ公民館「こども夏祭り」 

市町名 大河原町 開催場所 大河原町金ケ瀬公民館 

実施期日 8 月 19 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：子供たちや保護者と地域住民のつながりづくりを楽しく行うこと

を目指し、中学生や地域ボランティアと一緒にお祭りを開催す

る。 

○対 象：地域住民(子供・保護者・祖父母等) 

○内 容：輪投げ・ボウリング・ターゲットゲーム・駄菓子コーナー・バル

ーンアート 他 

 

 

事業名 宮城オルレ村田コースオープン記念トレッキング 

市町名 村田町 開催場所 村田町内(塩内グラウンド集合) 

実施期日 12 月 2 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：県南初の宮城オルレ村田コースの開設を記念し、町内の歴史が色

濃く残る蔵の町並みと雄大な蔵王連峰の美しい景色を背景に楽

しく歩く体験を提供する。 

○対 象：小学生以上の方(小学生は保護者同伴) 

○内 容：四季折々の大自然と、意匠的な蔵の町並みに残る歴史を辿るコー

ス(全長コース：13.5km と特別ショートコース：約 6km)のトレッ

キング 

 

 



事業名 陶芸体験教室 

市町名 柴田町 開催場所 槻木生涯学習センター 

実施期日 
全６回：7 月 29 日(土)、7 月 30 日(日)、8 月 5 日(土)、 

8 月 6 日(日)、9 月 16 日(土)、9 月 30 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：どのような工程で陶芸作品ができるのかを実際に体験し、その楽

しさと奥深さを学ぶ。 

○対 象：町民 

○内 容：陶芸体験(成形、仕上げ、釉薬塗布、窯出し、作品鑑賞) 

 

 

事業名 小中学生のためのお茶教室 

市町名 柴田町 開催場所 船迫公民館 

実施期日 

全８回：6 月 24 日(土)、7 月 15 日(土)、8 月 26 日(土)、 

9 月 16 日(土)、10 月 21 日(土)、11 月 18 日(土)、 

12 月 16 日(土)、1 月 20 日(土) 

【主な内容】 

○趣 旨：日本の伝統文化である茶道に触れる機会を提供し、お茶をいただ

きながらお辞儀の仕方や和室での作法を身に付け、お茶席での体

験をとおしておもてなしの心を養う。 

○対 象：地域の小学生 

○内 容：お茶の作法や道具についての学習、七夕茶会、おもてなしの心を

学ぶ、クリスマス茶会 他 

 

 

事業名 ガーデニング教室 

市町名 柴田町 開催場所 船岡生涯学習センター 

実施期日 年 4 回(9 月から 12 月まで) 

【主な内容】 

○趣 旨：季節の草花の植え方・管理の仕方等プランターを使って学び、草

花の生育の楽しさや見る人に癒しや潤いを与える喜びを味わう

ことで、生涯の趣味や生きがいを見つける。 

○対 象：町民 

○内 容：草花の寄せ植え体験、学びを生かす取組(役場庁舎前の花壇への 

花植え) 

 

 



事業名 第 30 回川崎町民文化祭 

市町名 川崎町 開催場所 川崎町山村開発センター 

実施期日 1１月 3 日（金・祝） 

【主な内容】 

○趣 旨：川崎町、川崎町教育委員会が主催し、川崎町文化協会が共催して

実施する文化祭。各種団体がこれまで取り組んできた数々の文化

芸術活動を、広く住民等に発表する。 

○対 象：町民 

○内 容：芸能発表会、お茶会、作品展示会 

 

 

 

事業名 高齢者の活動支援と暮らし支援・見守り事業 

市町名 丸森町 開催場所 丸森町筆甫まちづくりセンター 他 

実施期日 通年 

【主な内容】 

○趣 旨：被災した住民の集まる場を創出し、地域のつながりを深めるため

の集いを支援する。また、高齢者の困りごとを解決し、高齢者が

安心して生活できる地域づくりに取り組む。 

○対 象：筆甫地区在住の住民 

○内 容：「お茶飲み会」の実施、移動販売を通じた高齢者の見守り、高齢

者へのお弁当のお届け 他 

 

 



公民館訪問を終えて  

  

 社会の在り方に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症は、幅広い世代

の地域住民が学び合う社会教育分野にも変化と新たな対応を求める形となりま

した。今年に入り感染症法上の位置付けが５類へと移行されたことにより、これ

まで集まることも制限されてきた公民館にも、少しずつ地域の方々が学んだり、

交流したりする姿が戻ってきました。住民同士が「つどう」「まなぶ」「むすぶ」

ことを促し、人づくりや地域づくりに寄与する中心的な拠点施設として位置付け

られている公民館は、多様化・複雑さが増している多くの社会的課題に対応する

ためのプラットフォームとしての役割が大きくなっています。  
 
 令和５年３月８日、文部科学省は「今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重

点事項）について」を示すとともに、その具体策についても明示しました。これ

は、第９期生涯学習分科会答申「社会教育の意義と果たすべき役割（学びを通じ

た「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」）の考えを踏まえ、６月１６

日に閣議決定された次期教育振興基本計画の基本方針（「2040 年以降の社会を

見据えた持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイ

ングの向上」）へとつながる内容になっています。  

 その中で社会教育人材や公民館をはじめとする社会教育施設は、「一人一人の

生活と地域づくりを支える『学びと実践』の機会と場を提供」し、「『地域の学

びと実践プラットフォーム』としての役割」が実現できるよう体制の構築が求め

られています。  
 さらに公民館等の施設では、「地域づくりに役立つ社会教育」の実現を目指し、

デジタルリテラシーの学習機会を保証したり、デジタルとリアルを機能的に併用

した多様な学びや学び合いの機会を充実したりする取組が期待されています。公

民館の運営自体にも住民の参画を求めるなど、地域づくりを支える社会教育の実

現についても、具体例を提示しながらその重要性を示しています。  

 
 また、社会教育施設をめぐる現状の課題として、ニーズの多様化や住民同士の

関係性の希薄化、公民館等での学びが住民同士のつながりづくりや地域づくりに

十分結びついていないことなど、６点を示しています。そして、その解決を目指

して重点的に取り組むべき事項として、次の３点を提示しています。  
 

 
 



 
【社会教育施設をめぐる課題に対する重点的に取り組むべき事項】  

◆重点事項①  
  他の行政施策・部局と連携し、多様な住民ニーズに対応  

（地域振興、多世代交流、福祉等）  
◆重点事項②  
  地域との連携推進による地域づくりの主導  

（地域住民、NPO、社会教育関係団体、学校等）  
◆重点事項③ 

  学びと実践の場としての機能強化 

 
ここからは、この社会教育施設が重点的に取り組むべき３つの事項に基づき、

各地域での活動を例に考察いたします。 

 

① 他の行政施策・部局と連携し、多様な住民ニーズに対応  

     角田市では、子育てと家庭教育を支援する生涯学習課と子育て支援課が

連携し、「子育て遊びの MARCHE(マルシェ)」を年間７回実施しています。

この事業は NPO 法人スポーツコミュニケーションかくだが協力し、「かく

だスポーツビレッジ」の指定管理団体である(株)フクシ・エンタープライ

ズに業務を委託して行っています。子育て中の親を対象とした家庭教育を

単独で行うのではなく、乳幼児の発育を含めた育児相談を子育て支援課が

行ったり、小さな子供たちが楽しく体を動かす場や機会を協力する団体が

提供したりしながら、保護者も子供もうれしい、楽しいという思いが実感

できるように工夫されています。子育て中の保護者にとって、子育ての悩

みは尽きません。気軽に専門家に相談できるだけでなく、安心して子供を

遊ばせたり、保護者間の情報交換ができたりする環境が整うことでリフレ

ッシュにもつながっているようです。このような住民のニーズを的確に把

握し、その対応を実現するために他部局や様々な団体と連携していくこと

は、今後の事業運営には必要な方策であると思います。 

また、多世代交流の面では、大河原町の金ヶ瀬公民館で行っている「子

ども夏祭り」や、柴田町の船迫公民館で行っている「あそびのワンダーラ

ンド」といった事業も大変参考になりました。地域振興への取組としては、

仙南地域初の宮城オルレ「村田コース」の開設を生かした「村田コースオ

ープン記念トレッキング」の実施も、大いに参考となる取組であると感じ

ました。 

 



② 地域との連携推進による地域づくりの主導 

地域住民による公民館運営への参画や、地域づくりへのより能動的な施

設からの働きかけは、指定管理者制度による自治センター機能を有した施

設が特に積極的に取り組まれている印象でした。 

丸森町の筆甫まちづくりセンター(一般社団法人 筆甫地区振興連絡協

議会)の地域づくりの取組は、「令和５年度過疎地域持続的発展優良事例 

総務大臣賞」を受賞されたすばらしい活動でした。特に地域の住民が抱く

様々な課題に対して、地域住民の協力を得ながら解決していく手法は、施

設を運営する団体の日頃からの地道な取組の積み重ねが土台となってい

ると感じました。獣害対策や高齢者の困りごとの解決、特産品のブランド

化や買い物弱者対策等、様々な事業展開をとおして、暮らしやすい地域を

自分たちでつくり続けようとする自治力の育成は大変参考になりました。

事務局長の「このような取組の基本は、公民館として行う講座づくりにあ

る」というお話は心に響きました。どの地域でも生じている少子高齢化や

地域の過疎化という社会問題の解決につながる取組は、公民館・自治セン

ターといった枠組みを超えた、社会教育施設としての重要かつ共通の働き

掛けであると強く感じました。 

白石市の各公民館でも、同様の地域づくりへの主導的取組が数多く展開

されていました。第７２回優良公民館全国表彰で県内初の最優秀館に選ば

れた斎川公民館では、「おさんぽすごろく」や「みんなで歩こう斎川のま

ち」といった取組を通じて、住民の健康づくりに楽しみを加えた工夫を取

り入れていました。他の公民館でも、住民の健康づくりに様々な工夫を取

り入れたり、他団体や学校と連携して取り組んだりする事例が数多く展開

されていました。持続可能な地域づくりには、地域住民のより主体的・能

動的な働き掛けが不可欠です。その土台づくりや先導役を社会教育施設が

担っている事例は、他施設でも参考になる点が多くあると思います。 

 

③ 学びと実践の場としての機能強化  

      社会的包摂の実現に向けた学習支援も、これからの社会教育施設に求

められる機能強化の一つです。高齢者だけでなく障害者や外国人等の様々

なニーズに応じ、デジタルコンテンツ等も活用しながら多様な学びを支援

することが求められています。 

蔵王町では、昨年度から年齢や障害の有無に関係なく音楽を楽しむこと

ができるバリアフリーコンサートを実施しています。今年度も「みんなの

クラシックコンサート～トロンボーンとピアノが導く魔法のとびら～」が

開催され、様々な立場の人が一緒にクラシックを楽しみました。客席の段



差をなくしたり、演奏中であっても音を立てたり席を移動したりしても構

わなかったりといったコンサートは珍しく、笑ったり歌ったりすることも

可能な参加型のクラシックコンサートになっています。障害者の権利や多

様性が尊重され、障害の有無にかかわらず共に学び、楽しむ機会を創出す

る取組は、各自治体において今後の事業を企画・運営する際の大切な視点

になると考えています。 

また、多くの公民館において、施設利用の予約や決済、講座への参加等

について、デジタルコンテンツやオンラインでの対応を可能にする準備が

進められていました。七ヶ宿町では、ＬＩＮＥを活用した講座の予約がす

でにスタートしたり、柴田町の各生涯学習センターの施設予約は来年４月

から運用できるように準備が進められていたりしました。今後は講座自体

もデジタルとリアルが併用された学びの場が設けられ、新たなつながりづ

くりができることも期待されます。 

さらに子供や若者の社会教育への参加を促進することも、社会教育施設

の機能強化には欠かせないポイントです。ジュニア・リーダーの活動拠点

として、いつでも集まって活動できる場所を確保している川崎町の公民館

や、放課後に子供たちが自由に集まってくる柴田町の船岡公民館では、子

供や若者にとって公民館に足を運ぶことが日常になっているように感じ

ました。また、若者の意見をまちづくりに積極的に生かしている白石市の

斎川公民館での取組や、多くの自治体で行われている土曜日や夏休みに施

設を開放して小中学生の学びの場を提供している事業等も、社会教育施設

の利用者を若い世代にも広げる重要な種まきになると思います。このよう

な取組を通じて社会教育施設が子供や若者の学びの場、学び合う場とな

り、子供たちや若い世代の居場所や集う場所として機能できるようにする

ことも、今後の持続的な施設運営には欠かせないものになると思います。 

 

 ここで紹介いたしました事業以外にも、各公民館等で行われている様々な事業

は、住民の学びに大いに寄与するすばらしい取組でした。引き続き、住民の思い

や時代のニーズに応じた様々な取組が展開されるとともに、地域社会や施設が有

する課題等への対応にも、ぜひできるところから挑戦していただければ幸いで

す。当事務所といたしましても、各施設の職員の皆様、行政担当の皆様と力を合

わせ、少しでも管内の生涯学習・社会教育の充実に努めます。  
  最後になりますが、各公民館長・センター長をはじめ職員の皆様方には、資料

やアンケートを作成いただくとともに、貴重なお話を聞かせていただきました。

管内市町教育委員会教育長様、生涯学習主管課長様、生涯学習課職員の皆様方の

御理解と御協力に対しまして深く感謝申し上げます。 



■趣旨 
   ・公民館運営評価シートにより、公民館運営に関する、目標・事業・組織・事務等の項目で自己評価することで、

各公民館の実態や職員の意識を把握し、管内全体の現状と課題を把握するために実施した。
    
■調査対象及び調査方法等について

・調査対象 管内公民館・生涯学習センター等  
・調査方法「公民館運営評価シート」の各項目について、各施設長・職員が１～４の評価基準により自己評価を行う。
・調査期間 令和5年10月11日～令和5年11月22日 ・有効回答数（Ｎ）＝ 80（一部無回答あり）

《評価基準》４：当てはまる  ３：やや当てはまる  ２：あまり当てはまらない  １：改善が必要である。 

項 目 4 3 2 1 計

目標① 34 42 3 1 80

目標② 13 46 19 2 80

目標③ 34 38 8 0 80

計  画 43 33 4 0 80

事業展開① 22 42 14 2 80

事業展開② 15 51 13 1 80

事業展開③ 18 45 16 1 80

事業展開④ 14 39 21 6 80

事業展開⑤ 15 40 20 5 80

連携・協力 22 48 8 2 80

情報の提供 17 38 21 4 80

組  織 36 41 3 0 80

研  修 15 39 23 3 80

会  議 30 44 4 2 80

予  算 36 40 4 0 80

施設・設備① 30 40 10 0 80

施設・設備② 33 43 4 0 80

事  務 45 34 1 0 80

公民館全体運営の目標は，地域の実態や課題に対応して立てられている。

評 価 の 観 点

各種会合の企画・運営は適切に行われている。

公民館運営のために職員間の共通認識のもとで，予算編成や執行にあたっている。

公民館の目標を具現するために，年間計画が立てられている。

公民館全体運営の目標は，公民館職員に周知・徹底されている。

公民館全体運営の目標は，地域住民に理解されている。

教育委員会との連携を密にし，施設・設備の適切な整備と計画的な物品等の購
入に努めている。

公民館事業を展開するとき，地域の実態や課題等を把握する方策がとられてい
る。

            公民館運営評価シート集計表

住民がいつでも気軽に集まれるスペースの確保，ロビー等の各種展示の工夫に
努めている。

文書の収受・発送・保管は適切である。

関係団体及び諸機関等との協力体制を構築し，十分に連携が図られている。

子育て・家庭教育について学習する機会の提供を図っている。

学級・講座をサークル化につなげる学習プログラムの開発に努めている。

公民館事業は，地域住民の願いやニーズに対応している。

公民館事業を展開する際，ねらいを明確にし，その充実が図られている。

組
織
・
運
営
・
事
務

事
業
の
実
施

目
標

公民館活動の情報を多様なツールを活用し地域住民に提供している。（ＨＰ，
広報誌の工夫）

職員相互の連絡調整がよくなされ，協力し合い，責任を持って職務を遂行して
いる。

自ら資質・能力を高めるための研修の必要性を自覚し，研究・研修に意欲的に
取り組んでいる。



■趣旨 
   ・公民館運営評価シートにより、公民館運営に関する、目標・事業・組織・事務等の項目で自己評価することで、

各公民館の実態や職員の意識を把握し、管内全体の現状と課題を把握するために実施した。
    
■調査対象及び調査方法等について

・調査対象 管内公民館・生涯学習センター等  
・調査方法「公民館運営評価シート」の各項目について、各施設長・職員が１～４の評価基準により自己評価を行う。
・調査期間 令和5年10月11日～令和5年11月22日 ・有効回答数（Ｎ）＝ 80

《評価基準》４：当てはまる  ３：やや当てはまる  ２：あまり当てはまらない  １：改善が必要である。 

※下線の値は前年度から数値が0.3以上変化した設問

項 目 R01 R02 R03 R04 R05

目標① 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4

目標② 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9

目標③ 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3

計  画 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5

事業展開① 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1

事業展開② 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

事業展開③ 3.0 3.2 3.2 3.1 3.0

事業展開④ 2.5 2.7 2.8 2.7 2.8

事業展開⑤ 2.7 2.8 2.86 2.9 2.8

連携・協力 3.1 3.2 3.19 3.1 3.1

情報の提供 2.8 3.1 3.15 3.0 2.9

組  織 3.4 3.4 3.34 3.3 3.4

研  修 3.0 2.9 2.79 2.7 2.8

会  議 3.5 3.3 3.31 3.2 3.3

予  算 3.5 3.4 3.36 3.1 3.4

施設・設備① 3.4 3.2 3.3 3.1 3.3

施設・設備② 3.4 3.2 3.27 3.1 3.4

            公民館運営アンケート・評価平均値

評 価 の 観 点

事
業
の
実
施

公民館全体運営の目標は，地域の実態や課題に対応して立てられている。

公民館全体運営の目標は，地域住民に理解されている。

公民館全体運営の目標は，公民館職員に周知・徹底されている。

公民館の目標を具現するために，年間計画が立てられている。

事
業
の
実
施

公民館事業を展開するとき，地域の実態や課題等を把握する方策がとられてい
る。

公民館事業は，地域住民の願いやニーズに対応している。

公民館事業を展開する際，ねらいを明確にし，その充実が図られている。

学級・講座をサークル化につなげる学習プログラムの開発に努めている。

子育て・家庭教育について学習する機会の提供を図っている。

関係団体及び諸機関等との協力体制を構築し，十分に連携が図られている。

公民館活動の情報を多様なツールを活用し地域住民に提供している。（ＨＰ，
広報誌の工夫）

組
織
・
運
営
・
事
務

職員相互の連絡調整がよくなされ，協力し合い，責任を持って職務を遂行して
いる。

自ら資質・能力を高めるための研修の必要性を自覚し，研究・研修に意欲的に
取り組んでいる。

各種会合の企画・運営は適切に行われている。

公民館運営のために職員間の共通認識のもとで，予算編成や執行にあたってい
る。

教育委員会との連携を密にし，施設・設備の適切な整備と計画的な物品等の購
入に努めている。

住民がいつでも気軽に集まれるスペースの確保，ロビー等の各種展示の工夫に
努めている。



事  務 3.6 3.5 3.56 3.5 3.6

3.2 3.2 3.2 3.1 3.2平 均

文書の収受・発送・保管は適切である。



公民館運営アンケートの「集計表」及び「評価平均値」から（考察） 
 
１ 全体として 
    全体の平均値は、昨年度から 0.1 ポイント回復し、一昨年までの過去４年間と同様の

3.2 ポイントとなりました。項目ごとでは、昨年度から下回った項目は 18 項目中３項目
にとどまっており、10 項目が上昇しました。0.3 ポイント以上上がった設問が２問あり
ました。職員の方々が、感染症第 5 類対応に移行した新型コロナウイルスに対応しなが
ら業務にあたられる中で、業務改善に努めて評価・省察した結果が表れたものと考えま
す。 

 
２ 目標について 
  数値的には、「目標①」「計画」でそれぞれ 0.1 ポイント上昇しました。過去 2 年間

は事業のほとんどがコロナ禍のため中止され、それぞれの地域の実態や課題の十分な把
握に至らなかった中ではありましたが、休館中にこれまでの取組を前向きに省察された
結果であると推察します。今後は、再開した今年度事業の振り返りや公民館運営審議会
とそれに類する会議から、参加者や第三者による生きた意見を反映させ、より改善を図
っていただければと思います。 

 
３ 事業の実施について 
  事業展開⑤の項目において、前年度を 0.1 ポイント上回りました。コロナ禍によるこ

れまで 2 年間数々の事業を中止せざるを得なかった状況から、実際の事業実施のノウハ
ウが乏しくなってしまった感は否めません。どのような状況下においても持続可能な形
で事業実施できるよう、計画にあたっていただくよう期待いたします。また、関係団体
及び諸機関等との連携や協力はもとより、コロナ禍を経て加速度的に普及した感のある
ICT 機器等の多様な情報ツールを活用し、情報提供に努めていただきますようお願いい
たします。 

 
４ 組織・運営・事務について 
   令和 3 年度以前の高いポイントに回復したことから、事業を再開する中でソフト・ハ

ードの両面において課題に前向きに対応されたことが分かります。特に、「予算」の項
目で 0.3 ポイント上回ったことは、再開にあたっての新たな準備や燃料費高騰等への対
応があったものと推察されます。「施設・設備②」においても 0.3 ポイント上昇し、地域
住民に楽しんでもらえるような工夫に努めておられることが伝わってきました。職員数
の減少や施設・設備の老朽化等の継続課題への対応もあることと思いますが、引き続き
「職員の資質・能力の向上」と「組織力の向上」にご尽力いただきますようお願い申し
上げます。 



■対象 
   ・公民館の職員 計80名
■方法

・質問紙記入（事前に質問紙を配付し、訪問時に回収）※設問により、無回答のある質問紙が複数枚あった。 
■属性

〔勤務形態〕 〔性別〕 〔勤務年数〕
・常 勤 54名 ・男性 57名 ・１年未満 24名
・非常勤 27名 ・女性 23名 ・２年以上～５年未満 31名

・５年以上～１０年以下 13名
・１１年以上  8名

設問１ 昨年１年間で自分の職務に関わる研修に参加しましたか。

上段：R05
下段：R04

設問２ 何回研修に参加しましたか。（設問１で「参加した」と答えた人）

上段：R05
下段：R04

設問３ 参加した研修会の主催はどこですか。（設問１で「参加した」と答えた人）

上段：R05
下段：R04
（複数回答）

・まちづくり協議会(43)

・地域学校協働活動研修会、地域連携担当研修会(4)

・管内社会教育委員研修会(2)

・協働教育研修会(2)

・協働教育コーディネーターフォーラム(2)

・管内社会教育推進大会(2)

・仙南公民館関連研修会(2)

・その他

「職員研修」に関するアンケート結果

・みやぎひとづくり・まちづくり研修会(2)
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設問４ 参加した研修は役に立っていますか。（設問１で「参加した」と答えた人）

上段：R05
下段：R04

設問５ 参加した研修には、主にどのような勤務態様で参加しましたか。（設問１で「参加した」と答えた人）

上段：R05
下段：R04

設問６ 研修に参加しなかった主な理由は何ですか。（設問１で「参加しなかった」と答えた人）

上段：R05
下段：R04

（その他）

・異動後間もなかったため

・職種が違ったため

・公民館勤務になって期間が短い

・今年からのきんむのため

・会計年度職員だから

・他の職員が参加したから

・参加する必要がなかった

設問７ どのような研修があれば参加したいですか。

・ 分かりやすく実用的な研修。

・ 研修は、堅いことが多くもっとソフトな研修があったら面白いと思う。

・ 学級、講座。どんなものが好評か、ぜひ取り組んでほしいものなど―失敗・成功例など。

・ 民間の方や医師等、分野が異なる職域の方々から現場や仕事に対する思いを聞くような研修があればと思う。

・ ２０４０年に向けた人口減少やデジタル社会に適合した公民館の在り方。

・ 生涯スポーツ活動指導者研修。

・ 公民館事務に係る職員が集まる研修会。 ・公民館管理運営・特色ある事業について。

・ ファシリテーター研修（２） ・ポスター、チラシの作成の仕方。

・ インボイス制度について。 ・企画業務に役に立つ研修会。

・ コロナ５類移行後の事業展開について。 ・全国の公民館の運営の現状について。

・ 接遇（高齢者の方まで幅広い利用者の年齢設定） ・これからの公民館事業。

・ 意見交換会（設備や申請方法・可能なら年代層別の研修）

・ 講座等の企画時におけるニーズ把握の手法等。
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・ 他の山間地域の実例（住民とのコミュニケーションの取り方、公民館の在り方など）を聞くことができる研修会





令和５年度大河原管内 

地域連携担当・社会教育関係職員等研修会 

みやぎ教育応援団マッチング会議 実施要項 
 

１ 趣旨 管内小・中学校の地域連携担当教員及び県立学校の教職員、市町教育委員会社会教

育担当職員・公民館等社会教育関係職員が「地域学校協働活動」について一層理解を

深める。  

企業やNPOと学校や各市町の情報交換をとおしてネットワークを形成し、地域学校

協働活動のさらなる円滑な推進を図る。 

２ 主催 宮城県教育委員会  〔主管：宮城県大河原教育事務所〕 

３ 日時 令和５年１０月１９日（木） 午後１時２０分から午後４時２０分まで 

４ 会場 宮城県大河原合同庁舎 ４階大会議室 

〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1  TEL：0224-53-3111 

５ 対象 

 

 

 

 

 

 

６ 内容 

 

７ その他 

 

・管内各小・中学校教職員（地域連携担当教員） 

・県立学校教職員 

・管内市町教育委員会社会教育担当職員、地域学校協働活動担当職員 

・管内公民館・生涯学習センター・自治センター等施設職員 

・管内社会教育指導員、社会教育主事 

・地域学校協働活動関係者 

 

＊裏面に掲載 

 

・各小・中学校及び各市町の社会教育関係施設等は、参加希望者を所定様式に取りま

とめ、令和５年１０月３日（水）までに各市町教育委員会へ提出する。 

・県立学校からの参加者は、令和５年１０月３日（水）までに所定様式を宮城県教育

庁生涯学習課協働教育班へ提出する。 

 【宮城県教育庁生涯学習課協働教育班 

 電話：022-211-3690 E-mail:syogakk@pref.miyagi.lg.jp】 

・各市町教育委員会は、所定様式を令和５年１０月１０日（火）までに大河原教育事

務所生涯学習担当へ提出する。提出方法は電子メール（所定様式添付）とする。 

 

 



６ 内容 

 

[受付] 13:00～13:20      受付場所：４階大会議室 

 

[開会行事] 13:20～13:30 

□開会の挨拶            宮城県大河原教育事務所長 本田 史郎 

 

[講義] 13:30～14:00  

□「地域学校協働活動の更なる推進について」  

  宮城県教育庁生涯学習課協働教育班 課長補佐 小泉 一樹 

 

[情報交換] 14:00～14:30  

 □「これからの地域学校協働活動を充実させるために」 

   ※４人程度の設定されたグループに分かれ、参加者同士が情報交換を行う。 

 

[休憩] 14:30～14:45  

 

[説明] 14:45～15:00  

□「みやぎ教育応援団事業について」   宮城県教育庁生涯学習課協働教育班 

※事業説明及び団員紹介      

 

[交流・情報交換]  15:00～16:00 

 

 [閉会行事] 16:05～16:20 

≪交流・情報交換について≫ 

・みやぎ教育応援団員のブースを参加者が自由に移動し、参加者と応援団員とが 

交流・情報交換を行うことでネットワークの構築を図る。 

・同じ立場や異なる立場の参加者同士が自由に語らい、積極的な情報交換をとお

して交流を深め、新たな関係性を構築する。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

１０月１９日（木）、大河原教育事務所を会場に標記研修会を行いました。今年度は、地域連携担当の先

生方、各市町で地域学校協働活動を担当している行政職員の方々が共に学び、互いの情報を共有していただけるよ

うに企画しました。さらに「みやぎ教育応援団マッチング会議」も併せて開催し、子供たちの学びを充実させることができ

る企業や団体の皆様と、直接情報交換できる場も設けました。 

前半の研修の部では、宮城県教育庁生涯学習課 協働教育班 班長(社会教育主事)の小泉一樹課長補佐か

ら、「地域学校協働活動の更なる推進について」と題して講義いただきました。その後、立場や自治体が異なる参加者

同士でグループをつくり、これからの地域学校協働活動を充実させるためにどのようなことが考えられるか、活発な意見

交換が行われました。後半の「みやぎ教育応援団マッチング会議」では、19ブース、33名の教育応援団の皆様と参加

者が熱心に情報交換することができました。 

新たな出会いやつながりが生まれ、本事業がさらに広がり、深まっていくことを予感させる研修会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講話 「地域学校協働活動の更なる推進について」  （参加者からの評価の理由・感想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大変参考になった】 

・地域連携担当としての考え方や心構え（つなぐ、つなげる）などを学ぶことができたからです。 

・｢学校を中核とした地域づくり｣と言うと頑張らないといけない雰囲気になりますが、｢緩やか

なネットワークづくり｣はできそうな感じがします。 

・私にとっては難解な用語がたくさん出てくると感じる地域連携について、整理できました。な

ぜ、業務改善が望まれる中、手間をかけるのかと同僚に言われたりもしますが、大局的な視点

で考えたら合点がいくものと感じました。ありがとうございました。 

 

【まあまあ参考になった】 

・気を張ることなく、ゆるいつながりで大丈夫ということで、肩の荷が下りた感じがしました。

相手(学校や地域、児童)のことを考えて行動していきたいです。 

・地域の力を生かした教育の必要性を再確認することができました。地域連携担当の自分が、学

校と地域をつなぐ立場だということを意識し、本校の先生方、地域の方々に発信したいと思い

ました。 

 



 

交流・情報交換 「みやぎ教育応援団マッチング会議」  （参加者の声） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会の感想（参加者の声） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新しい出会いは、とても大切だと思っています。今回も楽しい時間を過ごすことができました。

ありがとうございました。〔コーディネーター〕 

・現場の課題がよく理解できました。〔市町職員〕 

・情報交換で積極的に活動している様子が分かり、刺激になりました。〔小・教頭〕 

・学校に戻り、職員に伝えていき、言葉の意味等を伝え、誤解等を払拭していきたいと思います。

〔小・主幹教諭、教諭〕 

・他市町村での取組や情報等を知ることができ、学校に戻って実践してみたいと考えることがで

きました。〔小・主幹教諭、教諭〕 

・まさにつながる、つなげる、そしてつながり合う時間となりました。様々な先生方のお話がう

かがえてよかったです。〔中・主幹教諭、教諭、地域連携担当教員〕 

・他市町の教員や行政の方と話をすることで、新たな気づきがありました。貴重な場をいただき

ありがとうございました。〔地域連携担当教員〕 

・応援団の方に直接お話をうかがうことができ、授業等でご協力をいただくイメージができまし

た。 

・いろいろな支援がたくさんあることに感謝します。活用出来ればと考えています。 

・耳にしたことぐらいしかなく、活動の内容を理解していなかったので、大変参考になりました。

様々な分野に広がりがあるとさらによいと思いました。ありがとうございました。 

・団体の方と直接お話を伺って分かることがありました。無料での事業が多いのもありがたいで

す。児童生徒よりに考えられているのがとても良いと思いました。 

・子供たちの学びを社会とつなげる。みやぎ教育応援団の存在は大きいなと感じました。出会い

を大切にしていきたいと思います。 

・それぞれの専門性、強みをアピールしてもらって、興味のあるところを積極的に活用したいと

思います。 

・長期休業中にじっくり聞きたかったです。冬休み中に開催していただければ、次年度の行事に

組み込みやすいです。 



 郵便番号 所在地 電語番号 ＦＡＸ

1 1 989-0206 白石市字寺屋敷２５－６ 0224-26-2453 24-5377

2 2 989-0111 白石市越河五賀字南原２－１ 0224-28-2101 28-2561

3 3 989-0216 白石市斎川字新町尻３ 0224-25-2701 25-6128

4 4 989-0216 白石市大平中目字西田７ 0224-25-2338 25-2338

5 5 989-0213 白石市大鷹沢三沢字５－４８ 0224-25-2711 25-6447

6 6 989-0232 白石市福岡長袋字陣場ケ丘１２－２ 0224-25-2249 25-2249

7 7 989-0731 白石市福同深谷字南沖２１ 0224-24-4540 24-4590

8 8 989-0233 白石市小原字中北前田３－２ 0224-29-2031 29-2900

9 9 989-1102 白石市白川津田字内堀６－１ 0224-27-2101 27-2517

10 1 981-1505 角田市角田字牛舘１９－５ 0224-63-2224 63-5559

11 2 981-1512 角田市横倉字杉の堂４０ 0224-62-2314 63-5357

12 3 981-1514 角田市小田字福田８０ 0224-62-4292 62-4292

13 4 981-1504 角田市島田字光畑５７－１ 0224-63-2141 63-5358

14 5 981-1502 角田市尾山字五反田１９８ 0224-63-2131 61-1055

15 6 981-1533 角田市平貫字土浮１０２ 0224-69-2111 69-2410

16 7 981-1522 角田市佐倉字裏一番１５５ 0224-63-2142 63-5360

17 8 981-l524 角田市岡字阿弥陀入３３－１ 0224-68-2111 67-1055

18 9 981-1516 角田市高倉字本町１５ 0224-65-2111 67-3001

19 1 989-0821 蔵王町大字円田字西浦５ 0224-33-2018 33-2019

20 2 989-0701 蔵王町宮字町２１ 0224-32-2311 32-2341

21 3 989-0831 蔵王町大字平沢字内屋敷１４－１ 0224-33-2220 33-2220

22 4 989-0916 蔵王町遠刈田温泉字北山１８－１ 0224-34-2331 34-2376

23 5 989-0821 蔵王町大字円田字西浦５ 0224-33-2018 33-2019

24 6 989-0821 蔵王町大字円田字掘の内４ 0224-33-2332 33-2407

25 七ヶ宿 l 989-0512 七ケ宿町字関１２６ 0224-37-2195 37-2203

26 1 989-1241 大河原町字町１９６ 0224-53-4050 53-4051

27 2 989-1224 大河原町金ケ瀬字原８８ 0224-52-6635 52-6736

28 1 989-1305 村田町大字村田字西田２８ 0224-83-2023 83-3385

29 2 989-1321 村田町大字沼辺字学校前６２ 0224-52-1644 52-6444

30 3 989-1302 村田町大字小泉字古館１－２

31 4 989-1302 村田町大字小泉字肬石２９

32 5 989-1301 村田町大字菅生字宮根５９ 0224-83-2301 83-5778

33 6 989-1311 村田町大字足立字明神９３

34 7 989-1311 村田町大字足立字岫１３

35 l 989-1612 柴田町大字中名生字西宮前４９ 0224-59-2520 59-2580

36 2 989-l752 柴田町槻木下町３－１－６０ 0224-56-1997 56-1997

37 3 989-1622 柴田町西船迫３－３－１０４ 0224-57-2011 57-2173

38 4 989-l731 柴田町船岡東１－２－６５ 0224-55-2023 54-1420

39 5 989-1731 柴田町東船追１－８－１ 0224-56-5128 56-5135

40 6 989-l606 柴田町大字船岡字大住町１３－１ 0224-52-4101 52-4101

41 川崎 1 989-1501 川崎町大字前川字裏丁１７５－２ 0224-84-2111 85-1026

42 1 981-2152 丸森町字鳥屋１２０ 0224-72-1683 72-4201

43 2 981-2402 丸森町金山字下前川原１７ 0224-78-1121 73-7006

44 3 981-2201 丸森町筆甫字和田８０－２ 0224-76-2111 73-6008

45 4 981-2501 丸森町大内字横手８２－１ 0224-79-2004 73-3008

46 5 981-2401 丸森町小斎字山崎６３ 0224-78-1111 73-7007

47 6 981-2102 丸森町舘矢間舘山字大門１４８－１ 0224-72-2120 73-1036

公民館等名

白石市中央公民館

白石市越河公民館

角
田

村
田

丸
森

白石市斎川公民館

白石市大平公民館

白石市大鷹沢公民館

小田自治センター

枝野自治センター

藤尾自治センター

白
石

白石市白川公民館

角田自治センター

横倉自治センター

白石市福岡公民館

白石市深谷公民館

自石市小原公民館

西根自治センター

蔵王町公民館

蔵王町宮地区公民館

東根自治センター

桜自治センタ－

北郷自治センター

七ケ宿町公民館

大河原町中央公民館

大河原町金ケ瀬公民館

蔵王町平沢地区公民館

蔵王町遠刈田地区公民館

蔵王町永野地区公民館

蔵王町円田地区公民館

船岡生涯学習センター

槻木生涯学習センター

村田町西足立地区公民館

村田町中央公民館

村田町沼辺地区公民館

村田町小泉地区公民館

川崎町公民館 

丸森まちづくりセンター

金山まちづくりセンター

筆甫まちづくりセンター

西住公民館

蔵
王

船迫生涯学習センター

船岡公民館

船迫公民館

村田町東足立地区公民館

大河原管内公民館等一覧

柴
田

大
河
原

大内まちづくりセンター

小斎まちづくりセンター

舘矢間まちづくりセンター

村田町姥ケ懐地区公民館

村田町菅生地区公民館



48 7 981-2301 丸森町大張大蔵字川前３９－１ 0224-75-2124 73-5008

49 8 981-2303 丸森町耕野字小屋舘７－４ 0224-75-2134 73-5007

大張まちづくりセンター

耕野まちづくりセンター



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 



































 
 
    
 
 
 

 

 

 
 

日 時 ５月２１日（日）午前１０時～正午 
 
会 場 七ヶ宿町活性化センター（当日の連絡先📞３８―１２１１） 
 
参加費 １，５００円 

    小学生以下はハーフサイズ８００円 
 
持ち物 ハサミ、飲み物 
 
対 象 町内に在住または在勤する女性 

    （お子さん連れでもOK） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・申込み  公民館 ３７－２１９５ 

スワッグとは・・・ 

花や葉を束ねて壁にかける飾りのことです。素朴な雰囲気がインテリア 

に馴染み、ナチュラルに飾れるのが人気です。 

 

             参 加 申 込 書    ※５/１２（金）まで 

 

５月２１日（日）開催の女性講座「スワッグづくり」に参加します。 

①参加者氏名 （ふりがな）            ②電話番号 

 

         （      ）                          
 

③地区名（町外の方は勤務先）           ④お子さんと参加の場合 

   

                           なまえ       年齢   歳 

キリトリ 

楽しく会話しながら、スワッグづくりを体験してみませんか。 

自分だけのオリジナルのスワッグを作って、お部屋を彩りましょう。 

今回は、主に春のミモザと山の恵みの野ばらの実の花材を使い、地域の植物を利用し

て黄色・赤・ピンクのカラフルで優しい色合いのスワッグを作ります。 

 

参 加 者 募 集 

ハーフサイズのスワッグづくりを希望  する・しない 

（〇で囲んでください） 

画像はイメージで、実際の花材は 

一部変更いたします 

定 員 １５名程度 
 
講 師 もりのわ工房 井上多恵子 氏 
 
申込み ５月１２日（金）まで、申込書か電話でお申込みください。 
 

基本サイズ 
約 30cm 
ハーフサイズ 
15～18cm 



七ヶ宿焼体験 

参加者募集  

 

 
            

日 時 ６月３０日（金）午後７時～午後９時頃 

会 場 無限陶房 工房 

宮城県刈田郡七ヶ宿町猯 11−４ （ 道の駅 七ヶ宿敷地内 ） 

内 容 手びねりで陶器を制作します。 

   湯呑や茶碗なら２個、大皿や丼、花瓶なら１個作れます。 

   ろくろで成形する様子の実演・体験も予定しています！ 

参加費 ５００円（粘土を追加する場合は別途１，５００円必要） 

定 員 １０名 

講 師 無限陶房 

服 装 汚れても良い服またはエプロン 

持ち物 飲み物 

対 象 町内に在住、または勤務している成人の方  

 

作品のお渡しについて 

焼成後、８月上旬に公民館にてお渡しとなります。 

 

＜申込み・お問い合わせ＞ 七ヶ宿町公民館 ＴＥＬ ３７－２１９５ 
６月２２日（木）まで、電話・メール・チラシのいずれかでお申込みください。 

メールでお申込みの際は、次の必要事項をご記入ください。 

  ①氏名 ②お住まいの地区名 ③電話番号 ④町外在住の方は勤務先 

 メール shichi41@town.shichikashuku.miyagi.jp 

町内で採れた土を使い、陶器を制作して地域の魅力発信、活性化に取り組ん

でいる無限陶房で、「七ヶ宿焼」づくりを体験します。 

初めての方も歓迎です。興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。 

町で採れる粘土に触れ、自然の恵を体感しましょう。今回は初の試みで、夜

間に開催します。仕事終わりに静かな制作時間を過ごしてみませんか？ 

 

成人講座 

成人講座 七ケ宿焼体験 申込書    ※６月２２日（金）まで 
 

🔷氏名（よみがな）           🔷お住まいの地区名 

 
 

🔷電話番号               🔷町外在住の方は、勤務先 

                       

（       ） 

キリトリ 

mailto:shichi41@town.shichikashuku.miyagi.jp


七ヶ宿町の公式 LINEから、 

公民館講座に申込みできます！ 

 

①まずは友だち登録をしましょう！ 

   →別紙のチラシをご確認ください 

 

 

②青色「しちかしゅ暮らし」のページから、 

左下の「申込・申請」のボタンをタッチ☚ 

 

 

③「公民館」をタッチ☚ 

 

④募集中の講座名が表示されます。 

 申込みたい講座をタッチ☚ 

 

⑤表示される申込の画面に沿って、 

必要事項をご入力ください。 
 
※キャンセルの場合は 

公民館３７―２１９５までお電話ください。 

③ 

② 

④ 

 
いつでもどこでも 

申込みできて楽ちん♪ 












